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１【提出理由】 

 平成23年1月19日開催の本投資法人投資主総会において承認された本投資法人の規約変更に伴い、

本投資法人の運用に関する基本方針等に変更がありましたので、金融商品取引法第24条の5第4項

並びに特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第1項及び同条第2項第3号の規定に基

づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

 

２【報告内容】 

（1）変更の内容についての概要 
（下線は変更部分を示します。） 

変更前規約 変更後規約 

第27条（投資方針） 第27条（投資方針） 

１．   （記載省略） １．  （現行のとおり） 

２．   （記載省略） ２．  （現行のとおり） 

３．   （記載省略） ３．  （現行のとおり） 

４．   （記載省略） ４．  （現行のとおり） 

５．   （記載省略） ５．  （現行のとおり） 

６．本投資法人が取得する特定資産の

うち、不動産、不動産の賃借権若

しくは地上権又は不動産、土地の

賃借権若しくは地上権を信託する

信託の受益権の価額の合計額を本

投資法人の有する特定資産の価額

の合計額で除した比率が100分の

75以上とすることを、その資産運

用の方針とする。 

６．本投資法人が取得する特定資産の

うち、不動産、不動産の賃借権若

しくは地上権又は不動産の所有

権、土地の賃借権若しくは地上権

を信託する信託の受益権の価額の

合計額を本投資法人の有する特定

資産の価額の合計額で除した比率

が100分の75以上とすることを、

その資産運用の方針とする。 

（新設） 

 

７．本投資法人は、その有する資産の

総額のうちに占める不動産等（不

動産（投資法人の計算に関する規

則（平成18年内閣府令第47号、そ

の後の改正を含む。）第37条第3

項第2号イ、ロ及びホに掲げる資

産をいう。以下本項において同

じ。）、不動産の賃借権、同号へ

に掲げる資産、地上権及び地役権

並びにこれらの資産を信託する信

託の受益権をいう。）の価額の割

合を100分の70以上とすること

を、その資産運用の方針とする。

  

第28条（主要投資対象の特定資産） 第28条（主要投資対象の特定資産） 

本投資法人は、第26条（資産運用の基

本方針）に従い、主として以下に掲げる

特定資産に投資する。 

本投資法人は、第26条（資産運用の基

本方針）に従い、主として以下に掲げる

特定資産に投資する。 

(1）    （記載省略） (1）   （現行のとおり） 
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変更前規約 変更後規約 

(2）    （記載省略） (2）   （現行のとおり） 

(3）    （記載省略） (3）   （現行のとおり） 

(4）次に掲げるものを信託する信託の

受益権 

(4）次に掲げるものを信託する信託の

受益権 

ａ．  （記載省略） ａ． （現行のとおり） 

ｂ．  （記載省略） ｂ． （現行のとおり） 

ｃ．地上権及び土地の賃借権 ｃ．不動産の賃借権及び地上権 

(5）    （記載省略） (5）   （現行のとおり） 

(6）    （記載省略） (6）   （現行のとおり） 

(7）    （記載省略） (7）   （現行のとおり） 

  

第30条（主要投資対象の特定資産に付随

する資産） 

第30条（主要投資対象の特定資産に付随

する資産） 

本投資法人は、第26条に定める資産運

用の基本方針のために必要若しくは有用

と認められる場合に限り以下に掲げる主

要投資対象の特定資産に付随する資産に

投資できるものとする。 

本投資法人は、第26条に定める資産運

用の基本方針のために必要若しくは有用

と認められる場合に限り以下に掲げる主

要投資対象の特定資産に付随する資産に

投資できるものとする。 

(1）    （記載省略） (1）   （現行のとおり） 

(2）    （記載省略） (2）   （現行のとおり） 

(3）    （記載省略） (3）   （現行のとおり） 

（新設） 

 

(4）民法（明治29年法律第89号、その

後の改正を含む。以下「民法」と

いう。）第280条に規定される地

役権 

(4）動産（民法（明治29年法律第89

号、その後の改正を含む。以下

「民法」という。）で規定される

もののうち、設備、備品その他の

構造上又は利用上不動産に附加さ

れたものをいう。） 

(5）動産（民法で規定されるもののう

ち、設備、備品その他の構造上又

は利用上不動産に附加されたもの

をいう。） 

(5）上記第１号乃至第４号に掲げるも

のに対する投資として運用するこ

とを目的とする金銭の信託の受益

権 

(6）上記第１号乃至第５号に掲げるも

のに対する投資として運用するこ

とを目的とする金銭の信託の受益

権 

(6）資産流動化法第２条第６項に規定

する特定出資 

(7）資産流動化法第２条第６項に規定

する特定出資 

(7）民法第667条に規定される組合の

出資持分（不動産、不動産の賃借

権及び地上権を出資することによ

り設立され、その賃貸・運営・管

理等を目的としたものに限る。）

(8）民法第667条に規定される組合の

出資持分（不動産、不動産の賃借

権及び地上権を出資することによ

り設立され、その賃貸・運営・管

理等を目的としたものに限る。）
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変更前規約 変更後規約 

(8）各種保険契約に係る権利（不動産

等及び不動産等を主たる投資対象

とする資産対応証券等への投資に

係るリスクを軽減することを目的

とする場合に限る。） 

(9）各種保険契約に係る権利（不動産

等及び不動産等を主たる投資対象

とする資産対応証券等への投資に

係るリスクを軽減することを目的

とする場合に限る。） 

(9）不動産等及び不動産等を主たる投

資対象とする資産対応証券等に付

随して取得するその他の権利 

 

(10）不動産等及び不動産等を主たる

投資対象とする資産対応証券等に

付随して取得するその他の権利 

第34条（資産評価の方法、基準及び基準

日） 

第34条（資産評価の方法、基準及び基準

日） 

１．本投資法人の資産の評価方法は、

下記のとおり運用資産の種類毎に

定める。 

１．本投資法人の資産の評価方法は、

下記のとおり運用資産の種類毎に

定める。 

(1）    （記載省略） (1）   （現行のとおり） 

(2）    （記載省略） (2）   （現行のとおり） 

(3）    （記載省略） (3）   （現行のとおり） 

(4）    （記載省略） (4）   （現行のとおり） 

(5）デリバティブ取引に係る権利 (5）デリバティブ取引に係る権利 

ａ．取引所の相場のあるもの 

 

ａ．金融商品取引所の相場のあるも

の 

当該取引所の最終価格（終値、

終値がなければ気配値(公表さ

れた売り気配の最安値又は買い

気配の最高値、それらがともに

公表されている場合にはそれら

の仲値)）に基づき算出した価

額により評価する。 

当該金融商品取引所の最終価格

（終値、終値がなければ気配値

(公表された売り気配の最安値

又は買い気配の最高値、それら

がともに公表されている場合に

はそれらの仲値)）に基づき算

出した価額により評価する。 

ｂ．取引所の相場のないもの 

 

ｂ．金融商品取引所の相場のないも

の 

（記載省略） （現行のとおり） 

(6）    （記載省略） (6）   （現行のとおり） 

(7）    （記載省略） (7）   （現行のとおり） 

２．    （記載省略） ２．   （現行のとおり） 

３．    （記載省略） ３．   （現行のとおり） 

  

第35条（金銭の分配） 第35条（金銭の分配） 

本投資法人は、毎決算期最終の投資主

名簿に記載された投資主又は登録投資口

質権者に対し、以下の方針に従って金銭

の分配を行うものとする。 

本投資法人は、毎決算期最終の投資主

名簿に記載された投資主又は登録投資口

質権者に対し、以下の方針に従って金銭

の分配を行うものとする。 

(1）    （記載省略） (1）   （現行のとおり） 



 

－  － 
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変更前規約 変更後規約 

(2）分配金額は、租税特別措置法（昭

和32年法律第26号、以下「租税特

別措置法」という。）第67条の15

及び租税特別措置法施行令第39条

の32の3（以下、両規定を「投資

法人に係る課税の特例規定」とい

う。）に規定される本投資法人の

配当可能所得の金額（以下「配当

可能所得」という。）の100分の

90に相当する金額を超えて分配す

るものとして、本投資法人が決定

する金額とする（但し、分配可能

金額を上限とする。）。なお、本

投資法人は資産の維持又は価値向

上に必要と認められる長期修繕積

立金、支払い準備金、分配準備積

立金及びこれらに類する積立金及

び引当金等を積み立てることがで

きる。 

(2）分配金額は、租税特別措置法（昭

和32年法律第26号、その後の改正

を含む。以下「租税特別措置法」

という。）第67条の15及び租税特

別措置法施行令（昭和32年政令第

43号、その後の改正を含む。）第

39条の32の3（以下、両規定を

「投資法人に係る課税の特例規

定」という。）に規定される本投

資法人の配当可能利益の額（以下

「配当可能利益」という。）の

100分の90に相当する金額（但

し、法令改正等により当該金額の

計算に変更があった場合には変更

後の金額とする。以下同じ。）を

超えて分配するものとして、本投

資法人が決定する金額とする（但

し、分配可能金額を上限とす

る。）。なお、本投資法人は資産

の維持又は価値向上に必要と認め

られる長期修繕積立金、支払い準

備金、分配準備積立金及びこれら

に類する積立金及び引当金等を積

み立てることができる。 

(3）    （記載省略） (3）   （現行のとおり） 
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変更前規約 変更後規約 

(4）利益を超えた金銭の分配 (4）利益を超えた金銭の分配 

本投資法人は、分配可能金額が配

当可能所得の100分の90に相当す

る金額に満たない場合又は経済環

境、不動産市場、賃貸市場等の動

向により本投資法人が最適と判断

する場合、第2号に定める分配金

額に、営業期間の末日に計上する

減価償却額に相当する金額を限度

として、本投資法人が決定した金

額を加算した金額を、分配可能金

額を超えて金銭で分配することが

できる。また、上記の場合におい

て金銭の分配金額が投資法人に係

る課税の特例規定における要件を

満たさない場合には、当該要件を

満たす目的をもって本投資法人が

決定した金額をもって金銭の分配

をすることができる。 

本投資法人は、分配可能金額が配

当可能利益の100分の90に相当す

る金額に満たない場合又は経済環

境、不動産市場、賃貸市場等の動

向により本投資法人が最適と判断

する場合、第2号に定める分配金

額に、営業期間の末日に計上する

減価償却額に相当する金額を限度

として、本投資法人が決定した金

額を加算した金額を、分配可能金

額を超えて金銭で分配することが

できる。また、上記の場合におい

て金銭の分配金額が投資法人に係

る課税の特例規定における要件を

満たさない場合には、当該要件を

満たす目的をもって本投資法人が

決定した金額をもって金銭の分配

をすることができる。 

(5）    （記載省略） (5）   （現行のとおり） 

  

第40条（会計監査人の報酬） 第40条（会計監査人の報酬） 

会計監査人の報酬は１営業期間につき

1,500万円を上限として役員会で決定さ

れる金額とし、当該決算期分を決算期後

３か月以内に支払うものとする。 

 

会計監査人の報酬は１営業期間につき

1,500万円を上限として役員会で決定さ

れる金額とし、当該決算期分を、必要と

されるすべての監査報告書受領後１か月

以内に支払うものとする。 

 

（2）変更の年月日 

平成23年１月19日 
 




